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伊方町・瀬戸町合併協議会（任意）発足

　９月６日(金)伊方町、瀬戸町の２町は、合併に関する諸問題について

本格的な調査・研究を進めるため、「伊方町・瀬戸町合併協議会」を発足

させました。

 　この協議会は法に基づくものではありませんが、これまでの経緯を

踏まえ、地域の状況を考慮した具体的な調査・検討を重ねたり、両町の

住民の意向を調査したりするなど、合併についての幅広い議論を行い、

新町将来構想などについて協議をするものです。

○発行：伊方町・瀬戸町合併協議会　　　○編集：伊方町・瀬戸町合併協議会事務局
○事務局：西宇和郡伊方町湊浦1993番地の１　伊方町役場内　　0894-38-2670



2

伊方町・瀬戸町合併協議会だより

伊
方
町
・
瀬
戸
町
合
併
協
議
会
規
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抜
粋
）

伊
方
町
・
瀬
戸
町
合
併
協
議
会
規
約（
抜
粋
）

会
長
あ
い
さ
つ

副
会
長
あ
い
さ
つ

　
こ
の
度
、
伊
方
町
、
瀬
戸
町

の
二
町
は
、
町
村
合
併
に
対
す

る
共
通
認
識
の
醸
成
の
も
と
九

月
六
日
合
併
協
議
会
発
足
式
を

行
い
、
規
約
に
関
す
る
協
議
書

の
調
印
を
行
い
、
伊
方
町
・
瀬

戸
町
合
併
協
議
会
が
設
立
い
た

し
ま
し
た
。
そ
し
て
去
る
九
月

二
十
七
日
合
併
に
向
け
て
の
事

前
協
議
を
行
う
た
め
の
、
第
一

回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、

　

委
員
の
皆
様
と
と
も
に
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
重
責
を
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
伊
方
町
と
瀬
戸
町
は
、
歴
史

的
に
も
文
化
的
に
も
つ
な
が
り

が
多
く
交
流
も
盛
ん
に
行
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
広
域
事
業
の

共
同
処
理
に
お
い
て
も
種
々
の

事
業
を
処
理
し
住
民
の
福
祉
向

上
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
地
域
の
将
来

を
考
え
た
と
き
、
新
た
な
行
政

課
題
も
多
く
行
政
の
枠
組
み
を

超
え
て
地
方
分
権
時
代
に
即
し
た
、

地
方
の
自
己
決
定
、
自
己
責
任

の
も
と
、
住
民
の
皆
様
が
少
し

で
も
豊
か
で
安
心
し
た
暮
ら
し

が
出
来
る
町
づ
く
り
を
進
め
て

ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
二
町
が
力
を
合
わ
せ
小
さ

い
な
が
ら
も
、
内
容
の
充
実
し

た
個
性
あ
る
町
づ
く
り
を
築
く

た
め
に
合
併
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
話
し
合
い
を
行
い
、
町
の

将
来
像
を
ど
う
描
い
て
い
く
か

議
論
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
小
さ
い
町
が
、
お
互
い
の
持

ち
味
を
出
し
合
い
大
き
な
力
を

持
つ
た
め
に
も
合
併
は
さ
け
て

通
れ
な
い
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

国
も
合
併
特
例
法
に
基
づ
き
支

援
し
て
お
り
、
こ
の
機
会
を
逃

さ
ず
将
来
の
新
し
い
町
づ
く
り

を
築
く
た
め
に
、
住
民
の
皆
様

の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
今
後
と

も
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
協
議
会
だ
よ
り
の
創
刊
に
あ
た

り
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ

ま
す
。

　
去
る
九
月
六
日
、
伊
方
町
と
瀬

戸
町
に
よ
る
二
町
の
合
併
協
議
会

を
設
立
し
、
事
務
局
を
発
足
し
ま

し
た
。
去
る
九
月
二
十
七
日
に
第

一
回
の
合
併
協
議
会
を
開
催
し
、

両
町
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
七
名
ず
つ

の
委
員
の
皆
様
方
に
ご
参
画
を
賜

り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
に
伊
方

町
が
発
足
、
翌
三
十
一
年
に
瀬
戸

町
が
発
足
し
て
半
世
紀
近
く
が
経

過
し
、
時
代
は
「
平
成
の
大
合
併
」

　
　
　

と
言
わ
れ
る
今
日
を
迎
え
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
両
町
に

と
り
ま
し
て
は
、
歴
史
的
な
第
一

歩
、
記
念
す
べ
き
日
を
迎
え
た
こ

と
と
い
え
ま
す
。

　
市
町
村
の
合
併
は
、
よ
く
男
女

の
結
婚
に
例
え
て
表
現
を
さ
れ
ま

す
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
違
う
、
家

庭
環
境
も
違
う
男
女
が
お
見
合
い

の
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
。
そ
こ
で
、

将
来
の
思
い
、
新
し
い
家
庭
を
築

い
て
い
く
上
で
の
話
し
合
い
、
婚

約
を
し
て
、
最
終
的
に
は
結
婚
と

い
う
ゴ
ー
ル
を
迎
え
る
。
そ
う
い

っ
た
意
味
か
ら
も
、
こ
の
任
意
の

合
併
協
議
会
は
、
両
町
が
お
見
合

い
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
二
町
の
間
に
は
、
様
々
な
条
件

の
違
い
や
、
人
々
の
暮
ら
し
に
違

い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

隣
接
す
る
町
同
士
が
そ
の
違
い
を

　
　
　

乗
り
越
え
て
共
に
町
民
の
幸
せ
、

将
来
の
町
の
発
展
の
た
め
に
英
知

を
結
集
し
、
互
い
の
信
頼
関
係
の

中
で
、
一
つ
ず
つ
ハ
ー
ド
ル
を
越

え
て
い
く
と
い
う
作
業
を
こ
れ
か

ら
進
め
て
参
り
ま
す
。
こ
の
伊
方

町
・
瀬
戸
町
の
二
町
で
の
合
併
は

小
さ
い
合
併
で
す
が
、
ま
ち
の
特

性
・
特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
「
キ

ラ
リ
と
光
る
」
そ
し
て
、
こ
こ
に

生
活
し
て
い
る
九
、
三
〇
〇
人
の

町
民
が
幸
せ
を
感
じ
る
よ
う
な
、

す
ば
ら
し
い
町
づ
く
り
に
向
け
て

努
力
を
傾
け
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
市

町
村
合
併
の
主
役
は
町
民
の
皆
さ

ん
一
人
ひ
と
り
で
す
。
様
々
な
情

報
を
提
供
し
、
よ
り
多
く
の
声
を

聞
き
、
町
の
将
来
を
皆
さ
ん
と
共

に
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

副会長

中元清吉
会　長

井上善一

（
設
　
置
）

　
伊
方
町
及
び
瀬
戸
町
（
以
下
「
２

町
」
と
い
う
。
）
は
、
合
併
の
基
本

的
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、

合
併
協
議
会
を
設
置
す
る
。

（
協
議
事
項
）

　
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
協
議
又
は
調
整
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

１
　
合
併
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す

　
　
る
事
項

２
　
新
町
建
設
計
画
の
作
成
に
関
す

　
　
る
事
項

3
　
合
併
に
関
す
る
基
本
的
事
項

４
　
そ
の
他
、
合
併
に
関
し
必
要
な

　
　
事
項

（
会
長
及
び
副
会
長
）

　
会
長
及
び
副
会
長
は
２
町
の
長
の

協
議
に
よ
り
、
次
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
中

か
ら
、
こ
れ
を
選
任
す
る
。

（
委
　
員
）

　
委
員
は
、
次
の
者
を
も
っ
て
充
て

る
。

(1)
　
２
町
の
長

(2)
 
２
町
の
議
会
の
議
長
及
び
議
会

　
　
の
選
出
す
る
議
員
各
３
名

(3)
　
２
町
の
長
が
選
出
す
る
学
識
経

　
　
験
を
有
す
る
者
各
12
名

２
　
前
項
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て

　
２
町
の
長
が
協
議
に
よ
り
定
め
た

　
者
を
委
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

３
　
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
　
議
）

　
協
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」

　

　
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す

　
る
。

２
　
会
長
は
、
会
議
の
開
催
場
所
及

　
び
日
時
並
び
に
会
議
に
付
議
す
べ

　
き
事
件
を
あ
ら
か
じ
め
委
員
に
通

　
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
委
員
会
）

　
協
議
会
は
、
担
任
事
務
の
一
部
に

つ
い
て
調
査
及
び
審
議
す
る
た
め
小

委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
小
委
員
会
の
組
織
、
運
営
そ
の

　
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
会
議

　
に
諮
り
別
に
定
め
る
。

（
幹
事
会
及
び
専
門
部
会
）

　
協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ
い

て
必
要
な
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た

め
、
協
議
会
に
幹
事
会
を
置
く
。

（
事
務
局
）

　
協
議
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
協
議
会
に
事
務
局
を
置
く
。

（
経
費
の
負
担
）

 
協
議
会
に
要
す
る
経
費
は
、
２
町

の
長
が
協
議
の
う
え
、
２
町
が
そ
れ

ぞ
れ
負
担
す
る
。

（
顧
　
問
）

 
協
議
会
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

（
監
　
査
）

 
協
議
会
の
出
納
の
監
査
は
、
２
町

の
監
査
委
員
各
１
名
に
委
嘱
し
て
行

う
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
を
受

　
け
た
監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果

　
を
会
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
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平
成
十
四
年
度

 
事
業
計
画

１
 
協
議
会
・
小
委
員
会
の
開
催

２
 
幹
事
会
・
専
門
部
会
の
開
催

３
 
各
町
の
現
状
視
察

４
 
行
財
政
の
現
況
調
査
の
実
施

５
 
合
併
協
定
項
目
の
協
議
準
備

６
 
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行

７
 
そ
の
他
必
要
な
事
項

1
　
確
認
さ
れ
た
事
項

　
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
会
会

議
の
中
で
確
認
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

 
○
合
併
協
議
会
規
約

 
○
合
併
協
議
会
規
約
に
関
す
る
協

　
　
議
書

 
○
合
併
協
議
会
事
務
局
規
程

 
○
合
併
協
議
会
財
務
規
程

２
　
報
告
さ
れ
た
事
項

 
○
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程

 
○
合
併
協
議
会
専
門
部
会
規
程

 
○
合
併
協
議
会
報
酬
及
び
費
用
弁

　
　
償
に
関
す
る
規
程

 
○
平
成
14
年
度
事
業
計
画

 
○
平
成
14
年
度
会
計
予
算

３
　
議
決
さ
れ
た
事
項

 
議
案
と
し
て
次
の
事
項
に
つ
い
て

審
議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

 
○
合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程

 
○
合
併
協
議
会
小
委
員
会
規
程

 
○
合
併
協
議
会
小
委
員
会
設
置

 
○
合
併
協
議
会
会
議
の
傍
聴
に
関

　
　
す
る
要
綱

 
○
合
併
協
議
会
合
併
協
議
項
目

４
　
協
議
さ
れ
た
事
項

 
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
回
協

議
会
で
の
本
格
的
な
協
議
の
た
め
に

提
案
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
説

明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 
○
合
併
の
方
式
に
つ
い
て

 
○
合
併
の
期
日
に
つ
い
て

第
一
回
合
併
協
議
会
の
報
告

合 併 協 議 会 組 織 図合 併 協 議 会 組 織 図
☆本協議会は、合併に関するあらゆる問題を調査研究し、
　住民の皆様に提示するための機関です。 

【構成】町長・議会代表・住民代表・学識経験者　計38名
【役割】○合併に関する調査研究・協議 
　　　○新町将来構想に関する事項

合 併 協 議 会 

【構成】各町助役・主管課長・合併協議会事務局　計10名
【役割】○協議会に提案する事項について協議・調整
　　　○専門部会の進行・管理等

幹 事 会  

【構成】　６ 名（４ページに掲載）
【役割】○協議資料の作成　○必要な資料の収集 
　　　○庶務・会計等

協 議 会 事 務 局  

【構成】住民・行政組織・総務・企画の４部門
　　　　・協議会委員　各８名
【役割】○協議会事務の一部を調査・審議

小 委 員 会

【構成】総務・産業建設・厚生・文教の４部会
　　　　・各町収入役・教育長・課長
【役割】○事務事業の調査・調整

専 門 部 会

伊方町・瀬戸町合併協議会委員等名簿  
【敬称略】 

【平成14年９月６日現在】

伊方町・瀬戸町合併協議会幹事会名簿  
【敬称略】 

【平成14年９月６日現在】

井 上 善 一
中 元 清 吉
得 能 鶴 利
上 野 　 守
大 星 政 人
廣 瀬 秀 晴
久 世 隆 博
上 田 　 實
阿 部 道 忠
二　宮　英　喜
田　中　康　司
山　口　和　哉
篠　川　晴　子
大　森　次　郎
樋 　 田 　 　 剛  
小　林　栄　喜 
木 　 下 　 　 清    
古　田　宇佐彦
二　宮　定　正
藤　井　順　子 
田　縁　柳太郎
中 　 藤 　 　 勇  
阿　部　好　晴 
山　本　眞　平 
宮 　 下 　 　 寛   
井戸本　昭　夫
石　崎　照　夫
福　島　朝　行
井　上　喜代男
河　野　ヤヨイ
藤　村　泰　昭
宮　本　敏　光 
谷　口　利　治  
佐々木　喜美香
桝　田　信　夫
中　西　正　利
栗　上　岳　久
高　門　清　彦

畑 中 芳 久

清 水 博 義

菊 池 和 彦

濱 口 市 作

森口又兵衛

近 田 三 郎

伊 方 町 助 役

瀬 戸 町 助 役

伊方町総務課長

伊方町企画財政課長

瀬戸町総務課長

瀬戸町企画課長

幹 事 長

副幹事長

幹 事

瀬 戸 町 長
伊 方 町 長

伊 方 町

瀬 戸 町

伊 方 町
瀬 戸 町
総 務 福 祉 部 長
愛媛県議会議員

　会　　　長　
　副　会　長　

　町　議　会　

学 識 経 験 者

監 査 委 員

八 幡 浜 地 方 局
　顧　　　問　
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伊方町・瀬戸町合併協議会だより
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町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

益
々
ご
健
勝
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
私
達
六
名
が
合
併
協
議

会
事
務
局
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
昭
和
の
大
合
併
以
来
と
な
る
今
回
の

合
併
問
題
は
、
両
町
に
お
い
て
も
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
行
政
課
題

と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
我
々
事
務
局
職
員
一
同
は
、
委
員
の

皆
様
に
適
切
な
ご
決
定
を
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、
関
係
法
令
や
制
度
を
勉

強
す
る
と
と
も
に
、
先
進
市
町
村
の
事

例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、『
虚
心
坦
懐
』

の
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で

あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

 

事
務
局
長
あ
い
さ
つ

【合併協議会のご案内】

事務局体制ができました!

● 合 併 協 議 項 目 一 覧 ●

事務局長
増田愛明（伊方町）

調整班計画班 総務班

　協議会は、公開を原則としており、傍聴することができます。
　なお、会場の都合等で傍聴を制限する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

【第２回 合併協議会】
日 時 ■ 平成14年10月25日（金）

　　　　14時～

場 所 ■ 瀬戸町役場　大会議室

【第３回 合併協議会】
日 時 ■ 平成14年11月中旬

場 所 ■ 伊方町役場
　　　　　　全員協議会室

●ご意見をお寄せ下さい●

合併に関する皆様のご意見をお寄せ下さい。

＊伊方町・瀬戸町合併協議会事務局 
　　　Te l：（0894）38-2670  
　　　Fax：（0894）38-2669 

＊伊方町役場企画財政課 
Te l：（0894）38-0211（代）
Fax：（0894）38-1373（代）

＊瀬戸町役場総務課     
Te l：（0894）52-0111（代）
Fax：（0894）52-0570（代）

※ 合 併 担 当 窓 口

班長 三好　要
（瀬戸町）

補佐 河上芳輝
（伊方町）

班長 坂本明仁
（次長兼）（瀬戸町）

補佐 河上芳輝
（伊方町）

班長 山本桂二
（次長兼）（伊方町）

補佐 河上芳輝
（伊方町）

庶務 明神千登勢
（伊方町）

協 議 項 目

基本的協議項目

特例法に規定されている協議項目
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合併の方式

合併の期日

新町の名称

事務所の位置

財産の取扱い

町議会議員の任

期及び定数の取

扱い

農業委員会委員

の任期及び定数

の取扱い

地方税の取扱い

一般職員の身分

の取扱い

新町将来構想の

策定及び新町建

設計画の作成

地域審議会の取

扱い

新設（対等）合併

　旧の町を廃止して、新しい自治体が誕生す

ること。

編入合併

　一つの市町村が他の市町村を吸収するこ

と。

合併協議会による調印日でも、各議会の議決

日でもなく、新町として施行する日である。

新町の名称

新事務所（本庁）の位置

町の土地、建物、基金など

議員の定数、任期

農業委員の定数、任期

町民税、固定資産税、軽自動車税など

町職員の身分

新町のビジョン

合併後の地域審議会の設置について 

内 容 協 議 項 目

その他必要な協議項目
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22

特別職の身分の

取扱い

条例・規則の取

扱い

機構及び組織

一部事務組合等

の取扱い

使用料・手数料

の取扱い

公共的団体等の

取扱い

補助金・交付金

等の取扱い

行政連絡機構の

取扱い

町字名の取扱い

慣行の取扱い

その他

（各種事務事業

の取扱い）

常勤特別職

（町長、助役、収入役、教育長など）

非常勤特別職

（教育委員、選挙管理委員など）

町の条例、規則

行政組織、機構

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合、八西衛

生事務組合、八幡浜地区施設事務組合など

各種施設使用料、証明手数料など

消防団、社会福祉協議会、商工会など

団体への補助金など

自治会制度や納税組合制度など

同一町、字名などの調整

町章、町民憲章などの取扱い

各種福祉制度　　　商工観光関係

上・下水道事業　　 建設事業関係

学校などの通学区　姉妹都市・町等提携

国民健康保険関係　広報公聴関係

介護保険関係　　　納税関係

防災関係　　　　　学校教育関係

保健衛生事務関係　社会教育関係

公立施設関係　　　社会福祉協議会関係

人権対策関係　　　電算システム関係

農林水産事業関係　その他

内 容

※お気軽にお問い合わせ下さい。


